
 

 

 

 

平成２３年３月 

内閣府（防災担当） 

 

「平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての激甚災害及び

これに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について 
 

平成２３年３月１１日に発生した平成２３年東北地方太平洋沖地震は、非常に大きな

津波を伴って、東北地方をはじめとした東日本に著しく甚大な被害が発生しています。

また、１２日には長野県北部の地震も発生するなど、広い範囲で甚大な被害が発生して

います。 

このため、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（以下「法」

という。）」に基づき、当該災害を「激甚災害」として指定し、併せて当該災害に対し「適

用すべき措置」を指定することにより、災害復旧事業の国庫補助のかさ上げ等地方公共

団体に対する特別の財政援助等を実施するものです。 

 ３月１２日（土）、以下のとおり、激甚災害の指定を行う政令を閣議決定しました。 

 

 

Ⅰ 政令の概要 

本政令は、平成２３年東北地方太平洋沖地震などの地震による被害が、激甚災害指定

基準を明らかに超えるものと見込まれたため、早期に激甚災害（全国を対象とする本激）

に指定したものです。 

 

Ⅱ 主な適用すべき措置 

（１）公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助（法第２章） 

公共土木施設、社会福祉施設、公立学校施設等の災害復旧事業等について通常の

国庫補助のかさ上げを行います。 

（２）農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置（法第５条） 

農地、農道や水路などの農業用施設及び林道の災害復旧事業等について通常の国

庫補助のかさ上げを行います。 

（３）水産動植物の養殖施設の災害復旧事業に対する補助（法第７条） 

水産動植物の養殖施設が被害を受けた場合の災害復旧事業に対して補助率１０

分の９／１０を上限に補助を行ないます。 

 

（４）中小企業信用保険法による災害関係保証の特例（法第１２条） 

事業の再建を図る中小企業者等に対し、中小企業信用保険の保険限度額の別枠化、

てん補率の引上げ及び保険料率の引下げの特例措置を講じます。 

３月１３日（日）公布 



 

その他、私立学校施設災害復旧事業に対する補助、罹災者公営住宅建設等事業に

対する補助の特例、小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等、雇用

保険法による求職者給付の支給に関する特例など、合計１８の措置を適用します。 

 

 

 



 

 

 

 

平成２３年４月１５日 

内閣府（防災担当） 

農 林 水 産 省 

 

「平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての激甚災害及び

これに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」に

ついて 
 

平成２３年３月１３日に公布した平成２３年東北地方太平洋沖地震の激甚災害指定

政令について、その一部を改正する政令を決定いたしました。 

この政令は、農林水産省において農林漁業者等に向けての融資を「天災による被害農

林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法」に基づいて実施することを受けて、

激甚災害制度で貸付限度額の上乗せ及び償還期限の延長を行うものです。 

詳しい内容については以下のとおりです。 

 

 

Ⅰ 政令の概要 

本政令は、激甚災害指定基準に照らし、法第８条（天災による被害農林漁業者等に対

する資金の融通に関する暫定措置の特例）の措置を適用すべき措置に追加します。 

 

Ⅱ 適用すべき措置の概要 

１．貸付限度額の引上げ 

例：個人 200 万円 → 250 万円 

家畜・養殖・漁船 500 万円 → 600 万円 

２．償還期限の延長 

例：３～６年 → ４～７年 

 

 [参考] 

 「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法」による融資 

○貸付け対象者：減収量 30％以上かつ損失額 10％以上の被害を受けた農業者並び

に損失額 10％以上又は施設損失額 50％以上の被害を受けた林業

者及び漁業者で、市町村長の認定を受けた者 

○資金使途  ：種苗、肥飼料、農薬、家畜、漁具、稚魚、餌料、漁業用燃油、漁

船(５トン未満)等、その他農業経営に必要な資金 

○貸付利率  ：0.75％ 

 

 

 

４月１５日（金）公布 
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平成２３年５月２日 

内閣府（防災担当） 

農 林 水 産 省 

 

「平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての激甚災害及び

これに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」に

ついて 
 

平成２３年３月１３日に公布した平成２３年東北地方太平洋沖地震の激甚災害指定

政令について、その一部を改正する政令を決定いたしました。 

この政令は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律

（以下「東日本大震災財特法」という。）の制定に併せ、必要な所要の措置を講ずるた

めに制定するものです。 

詳しい内容については以下のとおりです。 

 

 

Ⅰ 政令の概要 

本政令の改正点については、以下のとおりです。 

 

（１）激甚災害として指定する災害を「東日本大震災」に改めます。 

 

（２）東日本大震災財特法第２条第２条の「特定被災地方公共団体」については、「公

立社会教育施設（公民館、図書館、体育館、運動場、水泳プール等）の災害復旧

事業」と「小災害債（普通交付税算入率66.5％～95.0％）」を早期に実施できる

よう、激甚災害法施行令の適用の特例を定めます。 

 

（３）天災融資制度による貸付けの特例について、対象都道府県に「北海道」を追加

する。 

 
（参考）４月１５日の改正にて農林漁業者に対する天災融資制度による資金の貸付け措置の特

例を追加しています（対象都道府県は、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木

県、千葉県、三重県及び高知県）。 

 

Ⅱ 日程 

５月２日（月） 公布・施行 
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律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

企
業
関
係
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
二

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
二

号
）
附
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改

号
）
附
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
措
置

正
前
の
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
措
置

備
考

上
欄
の
東
日
本
大
震
災
と
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発

（
新
設
）

生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の

事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

（
法
第
八
条
の
政
令
で
定
め
る
都
道
府
県
）

（
法
第
八
条
の
政
令
で
定
め
る
都
道
府
県
）

第
三
条

第
一
条
の
激
甚
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る

第
三
条

第
一
条
の
激
甚
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る

都
道
府
県
は
、
北
海
道
、
青
森
県
、
岩
手
県
、
宮
城
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
、

都
道
府
県
は
、
青
森
県
、
岩
手
県
、
宮
城
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
、

栃
木
県
、
千
葉
県
、
三
重
県
及
び
高
知
県
と
す
る
。

千
葉
県
、
三
重
県
及
び
高
知
県
と
す
る
。

２

第
一
条
の
激
甚
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
都
道

２

第
一
条
の
激
甚
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
都
道

府
県
は
、
北
海
道
、
青
森
県
、
岩
手
県
、
宮
城
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
及
び
栃

府
県
は
、
青
森
県
、
岩
手
県
、
宮
城
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
及
び
栃
木
県
と
す

木
県
と
す
る
。

る
。

第
四
条
・
第
五
条

（
略
）

第
四
条
・
第
五
条

（
略
）

（
法
第
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
施
設
等
の
特
例
）

第
六
条

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関

（
新
設
）

す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
）
第
二
条
第
二
項
の
特
定
被
災

地
方
公
共
団
体
に
つ
い
て
は
、
令
第
三
十
三
条
並
び
に
第
四
十
三
条
第
一
項
第

二
号
及
び
第
三
号
の
特
定
地
方
公
共
団
体
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適

用
す
る
。

第
七
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）



 

 

 

 

 

 

平成２３年９月９日 

内閣府（防災担当） 

 

「東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定

に関する政令の一部を改正する政令」について 

 
 

平成２３年３月１３日に公布した東日本大震災に係る激甚災害指定政令について、９

月６日、その一部を改正する政令が閣議決定されました。 

 この改正は、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例措置の適用期限を延長す

るものです。 

 

 

Ⅰ 政令改正の概要 

 

本改正は、3月13日に公布した東日本大震災に係る激甚災害指定政令において定めら

れていた中小企業信用保険法による災害関係保証の特例措置の適用期限（平成23年9月

11日）について、被災した中小企業の復旧・復興の現状等を踏まえ、平成24年3月31日

まで延長するものです。 

 

（参考）中小企業信用保険法による災害関係保証の特例（激甚災害法第１２条） 

事業の再建を図る中小企業者等に対し、中小企業信用保険の保険限度額の別枠化、

てん補率の引上げ及び保険料率の引下げの特例措置を講じます。 

 

Ⅱ 日程 

 ９月６日（火） 閣 議 

９月９日（金） 公 布 

 

 

 

 

 

 



- 1 -

東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
の
激
甚
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
の
激
甚
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
十
八
号
）
（
抄
）

○

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
の
特
例
）

（
法
第
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
の
特
例
）

第
四
条

第
一
条
の
激
甚
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め

第
四
条

第
一
条
の
激
甚
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め

る
日
は
、
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律

る
日
は
、
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律

じ
ん

じ
ん

施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二

施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二

十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
四
年
九
月
十
一
日
と
す
る
。

十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
三
年
九
月
十
一
日
と
す
る
。



 
 
 
 
 

平成２４年３月７日 

内閣府（防災担当） 

 

「東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定

に関する政令等の一部を改正する政令」について 
 

東日本大震災、新潟・福島豪雨による災害、台風第１２号による災害は、激甚災害に指

定されていますが、激甚災害の特例措置のうち中小企業信用保険法の措置と雇用保険法

の措置について、それらの適用期間を延長するため、政令の一部改正が３月２日に閣議

決定され、本日公布・施行されました。 

 

１ 政令の概要 

激甚災害法による特例措置の適用期限について、次のとおり改正する。 

（１） 東日本大震災 

・中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

平成 24 月 3 月 31 日 → 平成 25 年 3 月 31 日 

 

・雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例 

平成 24 年 3 月 10 日 → 平成 24 年 9 月 30 日 

 

（２） 新潟・福島豪雨（平成 23 年 7月 24 日から 8月 1日までの間の豪雨）による災害 

・中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

            平成 24 年 3 月 8 日  → 平成 24 年 9 月 30 日 

 

（３） 台風第 12 号（平成 23 年 8 月 29 日から 9 月 7 日までの間の暴風雨及び豪雨）による災害 

・中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

平成 24 年 3 月 25 日 → 平成 24 年 9 月 30 日 

 

２ 延長する特例措置の概要 

（１）中小企業信用保険法による災害関係保証の特例（激甚災害法第１２条） 

被災地域内に事業所を有し、かつ激甚災害の被害を受け、事業の再建を図る

中小企業者等に対し、中小企業信用保険の保険限度額の別枠化、てん補率の引



き上げ及び保険料率の引き下げを行う。 

 

（２）雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例（激甚災害法第２５条） 

     激甚災害により休業を余儀なくされた事業所に雇用されている労働者に対し

て、失業しているものとみなして雇用保険の基本手当を支給する。 

 

３ スケジュール 

平成２４年３月２日（金）  閣  議  決  定 

平成２４年３月７日（水）  公 布 ・ 施 行 

 

 

 

 

 



東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
の
激
甚
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
の
激
甚
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
十
八
号
）
（
抄
）（

傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
の
特
例
）

（
法
第
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
の
特
例
）

第
四
条

第
一
条
の
激
甚
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め

第
四
条

第
一
条
の
激
甚
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め

る
日
は
、
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律

る
日
は
、
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律

じ
ん

じ
ん

施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二

施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二

十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。

十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。

第
五
条
・
第
六
条

（
略
）

第
五
条
・
第
六
条

（
略
）

（
法
第
二
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
日
）

（
法
第
二
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
日
）

第
七
条

第
一
条
の
激
甚
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
二
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の

第
七
条

第
一
条
の
激
甚
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
二
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の

政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
二
十
四
年
九
月
三
十
日
と
す
る
。

政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
十
日
と
す
る
。



 
 
 
 

平成２５年３月１５日 

内閣府（防災担当） 

 
「平成二十四年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべ
き措置の指定に関する政令」等について 
 
平成２４年等に発生した豪雨や台風等による災害を局地激甚災害として指定する政令の

制定、東京都三宅村における火山災害の災害期間を延長する政令の改正及び、東日本大震

災による激甚災害の特例措置のうち中小企業信用保険法の措置の適用期間を延長する政令

の改正について、３月１２日（火）に閣議決定され、本日公布・施行されました。 

 

１ 政令の概要 

 

(１) 平成二十四年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適
用すべき措置の指定に関する政令 

 

「激甚
じん

災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、平成２４

年等に発生した災害について、指定基準に照らし、局地激甚災害の指定と、これに適

用すべき措置の指定を行います（別紙参照）。 

 

○適用すべき措置ごとの災害数と市町村数 

 

① 公共土木施設災害復旧事業等に関する措置（法第３条、第４条） 

４災害   延べ２２市町村  査定事業費計７８億円 

② 農地等の災害復旧事業等に関する措置（法第５条） 

７災害   延べ２４市町村  査定事業費計２６億円 

③ 小災害債に関する措置（法第２４条） 

９災害   延べ４３市町村 

 

(２) 平成十二年から平成二十三年までの間の火山現象による東京都三宅
村の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用す
べき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 

 
東京都三宅村の火山災害については、平成１２年に噴火が始まり、平成１５年３月に

局地激甚災害に指定したところですが、災害が継続しているため、毎年、災害期間を

１年ずつ延長してきています。 

平成２４年においても災害が継続していることから、災害期間を更に１年間延長する

よう政令を改正します。 

 

(３) 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の
指定に関する政令の一部を改正する政令 

 
東日本大震災により被害を受けた中小企業者に関する特別の助成として講じている、

中小企業信用保険法による災害関係保証の特例措置（法第１２条）について、被災中



小企業等による復旧・復興のための資金需要が引き続き十分に見込まれることから、

適用期間を１年間延長し、平成２６年３月３１日までとするよう政令を改正します。 

 

 

２ 適用すべき措置の概要 

 

（１）公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助（法第３条、第４条） 

道路、河川等の公共土木施設、社会福祉施設、公立学校施設等の災害復旧事業等に

ついて、国庫補助率の嵩上げを行います。 

（過去５か年の補助率嵩上げ実績 69％→83％） 

 

（２）農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置（法第５条） 

農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業等について、国庫補助率の嵩上げを行い

ます。 

（過去５か年の補助率嵩上げ実績 83％→92％） 

 

（３）森林災害復旧事業に対する補助（法第１１条の２） 

都道府県、市町村、森林組合等が行う被害木の伐採・搬出、造林等の森林災害復旧

事業について、国が事業費の１／２を補助します。 

（※東京都三宅村の火山災害のみに適用） 

 

（４）中小企業信用保険法による災害関係保証の特例（法第１２条） 

被災地域内に事業所を有し、かつ激甚災害の被害を受け、事業の再建を図る中小企

業者に対し、中小企業信用保険の保険限度額の別枠化、てん補率の引き上げ及び保険

料率の引き下げを行います。 

（※東日本大震災のみに適用） 

 

（５）小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等（法第２４条） 

公共土木施設、公立学校施設、農地、農業用施設及び林道に係る災害復旧事業で、

小規模なものの復旧事業費に充てる地方債に係る元利償還金について基準財政需要額

に算入します。 

 

 

３ スケジュール 

 

・ ３月１２日（火） 閣 議 決 定 

・ ３月１５日（金） 公 布・施 行 

 

 

 

 



東
日
本
大
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災
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激
甚
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及
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こ
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に
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適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
の
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部
を
改
正
す
る
政
令
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旧
対
照
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文

○

東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
の
激
甚
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
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平成２６年３月２８日 

内閣府（防災担当） 

 
 

「平成十二年から平成二十四年までの間の火山現象による東京都三宅村

の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき

措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」等について 
 
 

東京都三宅村における火山災害の災害期間を延長する政令及び  

東日本大震災に適用している中小企業信用保険法の特例期間を延長す

る政令について、３月２５日（火）に閣議決定され、本日公布・施行

されました。 
 

 
 

○ 政令の概要 
 
（１）平成十二年から平成二十四年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に

係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関

する政令の一部を改正する政令 
 
   東京都三宅村の火山災害については、平成１２年に噴火が始まり、平成１５年

３月に局地激甚災害に指定したところですが、災害が継続しているため、毎年、

災害期間を１年ずつ延長してきています。 

平成２５年においても災害が継続していることから、災害期間を更に１年間延

長します。 

 

（２）東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関す

る政令の一部を改正する政令 
 
   東日本大震災により被害を受けた中小企業者に関する特別の助成として講じ

ている、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例措置（法第１２条）につ

いて、被災中小企業等による復旧・復興のための資金需要が引き続き十分に見込

まれることから、適用期間を１年間延長し、平成２７年３月３１日までとするよ

う政令を改正します。 

 
 
参考：適用措置の概要 

 
＜東京都三宅村の火山災害に適用している措置＞ 

 
① 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助（法第３条、第４条） 

道路、河川等の公共土木施設等の災害復旧事業等について、国庫補助率のか

さ上げを行います。（過去５か年の平均６９％ → ８４％） 

 

② 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置（法第５条） 

農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業等について、国庫補助率のかさ上

げを行います。（過去５か年の平均８４％ → ９３％） 



 

③ 森林災害復旧事業に対する補助（法第１１条の２） 

都道府県、市町村、森林組合等が行う被害木の伐採・搬出、造林等の森林災

害復旧について、国が事業費の１／２を補助します。 

 

④ 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等（法第２４条） 

小規模な災害復旧に充てる地方債に係る元利償還金を基準財政需要額に算

入します。 

 

＜東日本大震災に適用している措置（今回期間延長する措置）＞ 
 
   中小企業信用保険法による災害関係保証の特例（法第１２条） 

激甚災害の被害を受けた中小企業者に対し、中小企業信用保険の保険限度額

の別枠化等を行います。 

 

 

○ スケジュール 
 
  ３月２５日（火）閣 議 決 定 

３月２８日（金）公布・施行 

 

 

 

（担当）                     

内閣府政策統括官（防災担当）付        

参事官（事業推進担当）付 立岩、濱道、伊藤  

代表：03-5253-2111（内線 51345） 

直通：03-3501-5696 
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平成２７年３月３１日 

内閣府（防災担当） 

 
 

東京都三宅村における火山災害の災害期間の延長及び東日本大震災に係

る激甚災害の特例措置の適用期間の延長等について 
 
 

（１）東京都三宅村における火山災害の災害期間を延長する政令、（２）

東日本大震災に適用している中小企業信用保険法の特例期間を延長す

る政令、（３）激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法

律施行令の一部を改正する政令の３件について、３月２７日（金）に

閣議決定され、本日公布されました。 
 

 

○ 政令の概要 
 

（１）平成十二年から平成二十五年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に

係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関

する政令の一部を改正する政令 
 

   東京都三宅村の火山災害については、平成１２年に噴火が始まり、平成１５年

３月に局地激甚災害に指定したところですが、火山ガスによる災害が継続してい

るため、毎年、災害期間を１年ずつ延長してきています。 

平成２６年においても災害が継続していたことから、災害期間を更に１年間延

長するものです。 

 

（２）東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関す

る政令の一部を改正する政令 
 

   東日本大震災により被害を受けた中小企業者に関する特別の助成として講じ

ている、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例措置（法第１２条）につ

いて、被災中小企業事業者の資金需要が引き続き見込まれることから、適用期間

を１年間延長しようとするものです。 

 

（３）激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の一部を改正

する政令 
 

   平成２４年８月に成立した「子ども・子育て支援法」等により、「激甚災害法」

が改正され、新たに幼保連携型認定こども園等が災害復旧事業の対象施設に追加

されました。法律が平成２７年４月１日に施行することから、「激甚災害に対処

するための特別の財政援助等に関する法律施行令」についても改正するものです。 

 

 



 

 

参考：適用措置の概要 

 

（１）＜東京都三宅村の火山災害に適用している措置＞ 
 
① 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助（法第３条、第４条） 

道路、河川等の公共土木施設等の災害復旧事業等について、国庫補助率の嵩

上げを行います。 

（過去５カ年の実績の平均は公共土木施設等は６９％ → ８４％に嵩上げ） 

 

② 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置（法第５条） 

農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業等について、国庫補助率の嵩上げ

を行います。 

（過去５カ年の実績の平均は農地等は８４％ → ９３％に嵩上げ） 

 

③ 森林災害復旧事業に対する補助（法第１１条の２） 

都道府県、市町村、森林組合等が行う被害木の伐採・搬出、造林等の森林災

害復旧について、国が事業費の１／２を補助します。 

 

④ 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等（法第２４条） 

小規模な災害復旧に充てる地方債に係る元利償還金を基準財政需要額に算

入します。 

 

（２）＜東日本大震災に適用している措置（今回期間延長する措置）＞ 
 
   中小企業信用保険法による災害関係保証の特例（法第１２条） 

激甚災害の被害を受けた中小企業者に対し、中小企業信用保険の保険限度額

の別枠化等を行います。 

 

 

○ スケジュール 

公布：３月３１日（火） 

   施行：政令の概要（１）及び（２） ３月３１日（火） 

      政令の概要（３）      ４月 １日（水） 

 

 

 

 

 

 

（担当）                       

内閣府政策統括官（防災担当）付          

参事官（事業推進担当）付 山田狩、小泉、阿部  

代表：03-5253-2111（内線 51382,51383）

直通：03-3501-5696 
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平成２８年３月３０日 

内 閣 府 （ 防 災 担 当 ） 

 

東日本大震災に係る激甚災害の特例措置の適用期間の延長について 
 

 

東日本大震災に適用している中小企業信用保険法の特例期間を延長する

政令について、３月２５日（金）に閣議決定され、本日公布・施行されま

した。 
 

 

１ 政令の概要 

 

東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政 

令の一部を改正する政令 
 
   東日本大震災により被害を受けた中小企業者に関する特別の助成として講じている、

中小企業信用保険法による災害関係保証の特例措置（激甚法第 12条）について、被災

中小企業事業者の資金需要が引き続き見込まれることから、適用期間を１年間（平成

29年３月 31日まで）延長しようとするものです。 

 
 
２ 適用措置の概要 

 

中小企業信用保険法による災害関係保証の特例（激甚法第 12条） 

激甚災害の被害を受けた中小企業者に対し、中小企業信用保険の保険限度額の別 

枠化等を行います。 

 
 
３ スケジュール 

 

３月２５日（金）閣 議 決 定 

３月３０日（水）公布・施行 

 

 

 

（担当）                     

内閣府政策統括官（防災担当）付        

参事官（事業推進担当）付 小川、小泉、阿部  

代表：03-5253-2111（内線 51382,51383） 

直通：03-3593-2847 
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に
つ
い
て
の
激
甚
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
号
）
第
二

じ
ん

条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
条
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
並
び
に
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
激
甚
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
）

第
一
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
災
害
を
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法

じ
ん

」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
激
甚
災
害
と
し
て
指
定
し
、
当
該
激
甚
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
を
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
と
お
り
指
定
す
る
。

激

甚

災

害

適

用

す

べ

き

措

置

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害

法
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
七
条
（
第
三
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十

六
条
、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
二



条
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
並
び
に
中
小
企
業
の

事
業
活
動
の
活
性
化
等
の
た
め
の
中
小
企
業
関
係
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置

に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
六
十
八
号
）

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
中

小
企
業
の
事
業
活
動
の
活
性
化
等
の
た
め
の
中
小
企
業
関

係
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第

二
百
二
十
二
号
）
附
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
措
置

備
考

上
覧
の
東
日
本
大
震
災
と
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ

に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。

（
法
第
七
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
養
殖
施
設
及
び
そ
の
災
害
復
旧
事
業
の
補
助
率
）

第
二
条

前
条
の
激
甚
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
七
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
養
殖
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
当



該
激
甚
災
害
の
発
生
の
際
に
養
殖
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
災
害
復
旧
事
業
に
係
る
同
条
の
政
令

で
定
め
る
率
は
、
い
ず
れ
も
十
分
の
九
と
す
る
。

一

魚
類
養
殖
施
設

二

貝
類
養
殖
施
設

三

海
藻
類
養
殖
施
設

四

前
三
号
に
掲
げ
る
養
殖
施
設
以
外
の
養
殖
施
設

（
法
第
八
条
の
政
令
で
定
め
る
都
道
府
県
）

第
三
条

第
一
条
の
激
甚
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
都
道
府
県
は
、
北
海
道
、
青
森
県
、
岩
手
県

、
宮
城
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
、
千
葉
県
、
三
重
県
及
び
高
知
県
と
す
る
。

２

第
一
条
の
激
甚
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
都
道
府
県
は
、
北
海
道
、
青
森
県
、
岩
手
県
、
宮

城
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
及
び
栃
木
県
と
す
る
。

（
法
第
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
の
特
例
）

第
四
条

第
一
条
の
激
甚
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特

じ
ん



別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。

（
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
地
域
等
の
特
例
）

第
五
条

第
一
条
の
激
甚
災
害
に
つ
い
て
の
令
第
二
十
五
条
（
令
第
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二

十
六
条
及
び
第
二
十
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
第
二
十
五
条
中
「
激
甚
災
害
に
よ
り
災
害
救
助
法
施
行
令
（
昭

じ
ん

和
二
十
二
年
政
令
第
二
百
二
十
五
号
）
第
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
被
害
が
発
生
し

た
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
の
区
域
（
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
、
当

該
市
の
区
域
又
は
当
該
市
の
区
の
区
域
と
す
る
。
次
条
及
び
第
二
十
七
条
に
お
い
て
「
激
甚
災
害
に
よ
る
被
災
区
域
」
と
い

じ
ん

う
。
）
」
と
あ
り
、
令
第
二
十
六
条
各
号
中
「
激
甚
災
害
に
よ
る
被
災
区
域
」
と
あ
り
、
及
び
令
第
二
十
七
条
中
「
激
甚
災

害
に
よ
る
被
災
区
域
」
と
あ
る
の
は
「
全
国
の
区
域
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
加
工
施
設
、
検
査
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
加

工
施
設
、
販
売
施
設
、
検
査
施
設
」
と
す
る
。

（
法
第
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
施
設
等
の
特
例
）

第
六
条

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
四
十
号



）
第
二
条
第
二
項
の
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
に
つ
い
て
は
、
令
第
三
十
三
条
並
び
に
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第

三
号
の
特
定
地
方
公
共
団
体
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
法
第
二
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
日
）

第
五
条

第
一
条
の
激
甚
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
二
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
二
十
四
年
九
月

三
十
日
と
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
三
年
四
月
一
五
日
政
令
第
一
〇
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
三
年
五
月
二
日
政
令
第
一
二
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
三
年
九
月
九
日
政
令
第
二
八
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



附

則
（
平
成
二
四
年
三
月
七
日
政
令
第
四
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
五
年
三
月
一
五
日
政
令
第
六
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
六
年
三
月
二
八
日
政
令
第
九
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
三
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
八
年
三
月
三
○
日
政
令
第
九
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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